
 

水道局企業職給料表⑵２級昇格選考実施要綱 

 

制定 平成26年11月26日局長決 

最近改正 令和７年10月17日総務部長決 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市水道局企業職員の職務の級及び号給を決定する基準等に関す

る規程（令和６年大阪市水道事業管理規程第９号）第14条に規定する昇格のうち、大阪市

水道局企業職員給与規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第２号）第５条第２項第２号

に規定する水道局企業職給料表⑵の職務の級２級への昇格に係る選考の方法及び昇格実

施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 昇格基準日 毎年４月１日。ただし、育児休業中の者は職務に復帰した日。 

 ⑵ 成績調査期間 昇格年度の２年度前４月１日から昇格日前日までの２年間 

 

（選考の方法） 

第３条 水道局企業職給料表⑵の職務の級２級への昇格選考（以下単に「選考」という。）

は、大阪市水道局長（以下「局長」という。）が実施する人事考課及び競争試験によるも

のとする。 

２ 局長は、毎年度、前項に規定する競争試験の受験を希望する職員を募集することができ

る。 

 

（競争試験の対象となる職員） 

第４条 競争試験の対象となる職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 水道局企業職給料表⑵の職務の級のうち１級の技能職員（以下「１級技能職員」とい

う。）として在職する者（昇格基準日までに退職する者を除く。） 

⑵ １級技能職員としての昇格年度の２年度前の人事考課の絶対評価点と別表に掲げる

資格の加算点の合計が、全ての１級技能職員の昇格年度の２年度前の人事考課におけ

る絶対評価点の平均点を上回る者 

２ 前項第２号に規定する加算の対象となる資格は、選考の募集の日に保有するものとし、

同一の資格で上位級と下位級を保有する場合は上位級の加算点に限り、異なる資格を複

数保有する場合は加算点の高い２つの資格の合計とする。ただし、加算点の合計が0.2を

超える場合は、0.2を上限とする。 

 

（選考の対象外となる職員） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、選考の対象外とする。 



 

⑴ 選考が実施される年度において、懲戒処分を受けた者 

⑵ 選考が実施される年度において、欠勤等が45日以上ある者 

⑶ 選考が実施される年度において、無届欠勤又は事故欠勤がある者 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、遅参・早退等勤務状況等から判断した結果、昇格が不適

当であると認められる者 

⑸ 昇格基準日の前年度４月１日時点において、水道局技能職員の局内転任制度に関す

る要綱（平成23年３月31日局長決裁）第４条に規定する実務研修期間中の者 

⑹ 昇格基準日の前年度に実施される大阪市水道局職員局内転任選考を受験しようとす

る者 

２ 前項第２号及び第８条第３号に規定する「欠勤等」とは、病気休暇、看護欠勤、私傷病

による休職、起訴休職、専従休職、勤務停止、自己啓発休業及び配偶者同行休業をいう。 

 

（個別審査） 

第６条 前条の規定にかかわらず、特別の事情があると局長が認める者は、競争試験の対象

とすることができる。 

 

（選考結果） 

第７条 局長は、第３条第１項に規定する競争試験の結果により、昇格候補者を決定する。 

２ 局長は、前項の結果を対象職員に通知しなければならない。 

 

（昇格の実施） 

第８条 局長は、前条の選考結果のうち、次の各号のいずれにも該当しない者は、昇格基準

日において昇格を実施する。 

⑴ 昇格基準日において、休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業もしくは公傷

病中の者 

⑵ 昇格基準日の前年度において、懲戒処分を受けた者 

⑶ 昇格基準日の前年度において、欠勤等が45日以上ある者 

⑷ 昇格基準日の前年度において、無届欠勤又は事故欠勤がある者 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、遅参・早退等勤務状況等から判断した結果、昇格が不適

当であると認められる者 

 

（施行の細目） 

第９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成26年11月27日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成27年４月１日及び平成28年４月１日を昇格基準日とする昇格について、第２条第

１項第１号に定める「人事考課点、勤続年数点、資格点の合計が100点に達している者」



 

を次のとおりとする。 

⑴ 平成27年４月１日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度の単

年度の点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点と資格点を合算したもの

に３分の１を乗じた点（小数点以下切り捨て）とし、それらの合計が33点に達している

者。 

⑵ 平成28年４月１日を昇格基準日とする昇格 人事考課点については平成25年度及び

平成26年度の２年度を合算した点とし、勤続年数点及び資格点については勤続年数点

と資格点を合算したものに３分の２を乗じた点（小数点以下切り捨て）とし、それらの

合計が66点に達している者。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年９月５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成30年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正規定は、令和６年９月２日から施行する。 

 

附 則 

この改正規定は、令和７年10月17日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第４条関係） 

資格 
加算点 

下位級 上位級 

技術士 技術士補 0.1 技術士 0.2 

管工事施工管理技士 ２級 0.05 １級 0.1 

土木施工管理技士 ２級 0.05 １級 0.1 

エネルギー管理士   0.05 

  
建築設備士   0.05 

消防設備士 
甲種（特類、第１～

５類） 
0.05 

電気工事施工管理技士 ２級 0.05 １級 0.1 

電気主任技術者 ３種 0.05 １種又は２種 0.1 

電気工事士 ２種 0.05 １種 0.1 

工事担任者 

ＡⅠ第１種、ＤＤ第

１種、ＡⅠ・ＤＤ総

合種 

0.05   

機械保全技能士 ２種 0.05 １種 0.1 

公害防止管理者（水質関係第１種）   0.05  

建築施工管理技士 ２級 0.05 １級 0.1 

建築士 ２級 0.05 １級 0.1 

給水装置工事主任技術者   0.05   

水道施設管理技士 ２級 0.05 １級 0.1 

土木技術者 ２級 0.03 １級 0.06 

コンクリート診断士  0.03  

コンクリート主任技士  0.03  

 


